
№ 該当資料名 頁 項番 質問内容 回答

1

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

3
第1章
3 業務概要
3.対象業務

図表1について、PrivateLinkを通じてASP事業
者に接続すると思いますが、ASP事業者側から
の通信はございますでしょうか。

現状の想定では、ASP事業者側からの通信はございま
せん。

2

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

5

第2章
1 プロジェク
ト管理
2.実施体制

「実施体制のうち1名以上はAWSによるシステ
ム構築の実務経験が3年以上あり、クラウドコ
ンピューティングに関する高度な技術を保有
していること。」について確認させてくださ
い。
こちらの条件はAWSによるシステム構築経験が
ある且つ、その実務経験が3年以上の者でない
と満たさないという理解でよろしかったで
しょうか。
例えば実施体制のうち、AWSシステム構築経験
が3年未満の者を1名、AWS以外のシステム構築
経験が3年以上の者を1名それぞれ体制に含め
ることでこちらの条件を満たすという形は適
さないという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。
実施体制のうち、下記をいずれも満たす人員が1名以
上必要となります。
1.AWSによるシステム構築の実務経験があり、且つそ
の期間が3年以上であること。
2.クラウドコンピューティングに関する高度な技術を
保有していること。
+α(対象のAWS認定資格を保有していること。)

例として記載されているような複数人による条件を満
たす形は適さないご認識で問題ございません。

3

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

5

第2章
1 プロジェク
ト管理
2.実施体制

「実施体制のうち1名以上はAWSによるシステ
ム構築の実務経験が3年以上あり、クラウドコ
ンピューティングに関する高度な技術を保有
していること。更に「AWS Certified
Solutions Architect Professional」の資格
を保有していることが望ましい」とあります
が、こちらは再委託先の人員でも問題ござい
ませんでしょうか。

再委託先の方でも問題ございません。

4

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

7

第2章
3 機器調達
1.調達及び設
定

「②CEルータはBGP及びVRRP等に対応した製品
を通信経路毎に設置すること。」とあります
が、動的ルーティングであるOSPFでも許容い
ただけますでしょうか。

OSPFも許容いたします。「等」に含まれるとご認識く
ださい。

5

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

7

第2章
3 機器調達
1.調達及び設
定

調達するNW機器の設置場所や棚板および電源
に関しては、泉南市様でご準備頂ける認識で
よろしいでしょうか。

ご認識の通り、NW機器の設置場所、棚板、及び電源に
関しては本市にて準備いたします。その他の部材
(例：テプラ、示名条片等)は必要に応じて受注者によ
る準備を想定しております。

6

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

7

第2章
3 機器調達
1.調達及び設
定

CEルータ(2台)、予備機(1台)は庁内のラック
にマウントしますか。その場合、ラックマウ
ントキットは弊社が用意するという理解で良
いでしょうか。

ラックマウントは想定しておりません。
機器の詳細な設置位置は業者決定後ご案内いたしま
す。
また、第2章 3機器調達に記載の通り、CEルータ及び
回線終端装置以外にも必要な機器がある場合は、受注
者にてご準備いただく形となります。

7

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

7

第2章
3 機器調達
1.調達及び設
定

CEルータ(2台)、予備機(1台)の庁内への設置
作業時間帯ですが、平日日勤帯で良いでしょ
うか。

稼働中のシステムへの影響が一切ない場合は、平日日
勤帯での作業実施で問題ございません。
業務影響が生じ得る可能性がある場合は、業務時間終
了後や閉庁日での作業を依頼することがございます。
詳細な作業時間帯は別途本市との協議により決定する
ものとします。

8

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

8
第2章
4 回線
1.回線の敷設

「本市機器とCEルータの接続は1000BASE-T以
上によるものとし、配線接続作業は庁内NW事
業者と協議の上、実施すること。」とありま
すが、泉南市様機器とCEルータ間のLANケーブ
ルについては、泉南市様でご準備、つなぎこ
みして頂ける認識でよろしいでしょうか。

泉南市機器とCEルータ間のLANケーブルについては、
泉南市側(庁内NW事業者)で準備を行います。
泉南市機器に接続した状態のLANケーブルをCEルータ
へつなぎこむ作業のみ、受注者による実施を想定して
おります。

9

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

8
第2章
4 回線
1.回線の敷設

「本市機器と CE ルータの接続は 1000BASE-T
以上によるものとし、配線接続作業は
庁内事業者と協議の上、実施すること」とご
ざいます。本市機器とCEルータ間のLANケーブ
ルは、弊社が用意する理解で良いでしょう
か、その場合、何メートルの物が何本必要で
しょうか。

№8の回答を参照

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

1



№ 該当資料名 頁 項番 質問内容 回答

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

10

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

8
第2章
4 回線
2.回線の撤去

「契約終了時は、受注者の負担で利用拠点か
ら回線の撤去を行うものとする。」とありま
すが、受注者にて実施するのは回線終端装置
までの撤去で泉南市様資産となるCEルータの
廃棄処分は泉南市様にて実施いただける認識
でよろしいでしょうか。

CEルータの廃棄処分は泉南市にて実施します。
撤去時のルータの初期化を行う際、手順が簡易である
場合は泉南市へ初期化手順をご共有ください。簡易で
ない場合は、受注者にてご対応いただきます。

11

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

8
第2章
4 回線
4.冗長構成

①「異なる局舎及び異なるルート(引込みに伴
う概ね1.0km以内を除く)とすることが望まし
い」と記載されていますが、本要件を満たし
た提案をすることは評価基準の対象となる認
識でよろしいでしょうか？
②また、本要件を満たした提案を行い、受注
した場合は設備情報等の証明の開示は必須と
の認識でよろしいでしょうか？

①本要件は提案の内容により評価します。また、本要
件を満たさないからといって、仕様の不適合とみなす
ことはございません。
本要件について、回線の冗長性が十分に確保されてい
るかという観点においてご提案願います。
②受注のタイミングにおいて、設備情報等の証明の開
示を求めることは現時点では想定しておりませんが、
構築中の要件定義工程等の任意のタイミングにて、経
由する局舎やルートについては可能な限り明示いただ
きます。

12

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

10

15

第2章
8 施設・設備

第3章
7 施設・設備

「ガバメントクラウド上での業務は原則受注
者の拠点からNW管理領域に対して接続を行
い、実施すること。」とありますが、再委託
先の拠点から実施しても問題ございませんで
しょうか。

再委託先事業者様の拠点からの実施でも問題ございま
せん。

13

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

13
第3章
5 障害対応
1.障害対応

「ハードウェア故障時の修理には技術員を派
遣し、修理に要する部品代、技術料、派遣に
関わる交通費等すべてを含み、回数は無制限
とすること。」とありますが、予備機に対し
ても保守が必要になりますでしょうか。必要
となる場合の保守条件および期間は設置する
CEルータと同等になりますでしょうか。

万が一、設置機(予備機以外)の故障等が発生した場合
の代替として当該予備機を利用することを想定してお
ります。そのため、設置機が正常に稼働していない状
況において、即時に予備機がその代替を行える状態に
保つことが必要となります。(例：設置機と予備機の
ファームウェアバージョンの同期等)

保守条件としては設置機と同等レベルである必要はご
ざいません(センドバック保守等も可)が、上記の要望
を満たすことができるようご提案願います。
保守期間は設置機と同等でお願いします。

14

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務仕様書

14
第3章
6 運用管理
5.稼働監視

「回線領域及びNW管理領域の監視を常時行う
こと。」とありますが、ASP領域構築期間中の
NW管理領域の監視は必要でしょうか。

ASP領域の構築期間中においてもデータ移行や運用テ
ストを目的として、回線とNW運用管理領域の利用がご
ざいますので、監視は必要となります。

15

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務公募型
プロポーザル実
施要領

2
第1章
1.6 支払方法

NW運用管理補助業務委託料について、「年度
締め、翌月支払い」や、「四半期締め、翌月
支払い」等への変更をご相談させていただく
ことは可能でしょうか？

受注後にご相談させていただきます。

16

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務公募型
プロポーザル実
施要領

6
第3章
3.1 プレゼン
テーション

「プレゼンテーションを行う者1名、その他補
助するもの4名と以内とする」と記載がありま
すが、プレゼンテーション行う者1名ではな
く、補助する4名を含めての説明でも問題ない
でしょうか。

原則として1名でプレゼンテーションを行っていただ
きますが、補助者として説明の補足を行うことは問題
ありません。

17

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務公募型
プロポーザル実
施要領

6
第3章
3.1 プレゼン
テーション

「① プレゼンテーションの参加人数は、プレ
ゼンテーションを行う者1名、その他補助する
者4名以内の計5名以内とする。Web会議等によ
る参加は認めない。」との記載がございます
が、その他補助するものがWebから参加するこ
とは可能でしょうか。

どのような場合においてもWeb会議等による参加は一
切認めておりません。

2



№ 該当資料名 頁 項番 質問内容 回答

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

18

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務公募型
プロポーザル実
施要領

8
第4章
4.5 業務委託
契約の締結

契約保証金納付で使用する納付書は業者決定
日から起算して何営業日でご提供いただける
ものでしょうか。

契約保証金の納付期限をご教示お願いしま
す。
契約保証金納付後の領収書は写しの提出でよ
ろしいでしょうか。

優先契約候補事業者として提案の内容と本市の意向に
ついて契約交渉を行った上、合意（予算の範囲内で適
正な業務が行えると判断される場合）が得られた時点
で納付書をお送りします。

契約保証金の納付期限は、契約締結日までとなりま
す。
本市財務規則により、落札者の決定通知を受けた日か
ら５日以内に契約を結ぶことになります。
契約保証金納付後の領収書は、PDFにしてメールで送
付してください。また、契約書の提出時に領収書の写
しを一緒に市へ提出してください。

19

ガバメントクラ
ウド接続回線提
供及びネット
ワーク運用管理
補助業務公募型
プロポーザル実
施要領

8
第4章
4.5 業務委託
契約の締結

契約保証金の納付期限をご教示お願いしま
す。
契約保証金納付後の領収書は写しの提出でよ
ろしいでしょうか。

№18の回答を参照

20

別紙1 「ガバメ
ントクラウド接
続回線提供及び
ネットワーク運
用管理補助業
務」に関する公
募型プロポーザ
ルに係る提案書
作成要領

1
3 企画提案書
の作成に係る
基本事項

「A4版両面印刷とし」と記載されています
が、「ガバメントクラウド接続回線提供及び
ネットワーク運用管理補助業務公募型プロ
ポーザル実施要領」の5貢/2.2.2企画提案書の
記載要領/(3)では「A4版の用紙を用いて片面
印刷とすること」と記載されています。
両面印刷または片面印刷のどちらで提出すれ
ばよろしいでしょうか？

別紙１「ガバメントクラウド接続回線提供及びネット
ワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザ
ルに係る提案書作成要領のとおり、両面印刷でお願い
します。
また、修正した「ガバメントクラウド接続回線提供及
びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル
実施要領」を送付いたします。

21

別紙1 「ガバメ
ントクラウド接
続回線提供及び
ネットワーク運
用管理補助業
務」に関する公
募型プロポーザ
ルに係る提案書
作成要領

1
3 企画提案書
の作成に係る
基本事項

「正本6部、副本は電子データにて提出するこ
と」と記載されていますが、「ガバメントク
ラウド接続回線提供及びネットワーク運用管
理補助業務公募型プロポーザル実施要領」の5
貢/2.2.1企画提案書に関するもの/(3)提出部
数/②では「企画提案書：正本1部、副本5部
（電子データも併せて提出）」と記載されて
います。
どちらの記載が正しいでしょうか？

「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク
運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領」に記
載の「企画提案書：正本1部、副本5部（電子データも
併せて提出）」が正しいものとなります。
よって、正本は紙ベース1部のみ提出、副本は紙ベー
ス5部に加えて電子データの提出をお願いします。
（副本には印を押さず、本文中に会社名及び会社名を
類推できる表現を記載しないこと。副本に添付する価
格提案書についても同様とする。）
また、修正した別紙１ 「ガバメントクラウド接続回
線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する
公募型プロポーザルに係る提案書作成要領を送付いた
します。

22

別紙1 「ガバメ
ントクラウド接
続回線提供及び
ネットワーク運
用管理補助業
務」に関する公
募型プロポーザ
ルに係る提案書
作成要領

1
3 企画提案書
の作成に係る
基本事項

A4判両面印刷との記載がございましたが、公
募型プロポーザル実施要領2.2.2(3)では片面
印刷との記載がございました。どちらが正と
なりますでしょうか。

№20の回答を参照

23

別紙1 「ガバメ
ントクラウド接
続回線提供及び
ネットワーク運
用管理補助業
務」に関する公
募型プロポーザ
ルに係る提案書
作成要領

1
3 企画提案書
の作成に係る
基本事項

正本データはpdfデータを6式ご用意する理解
であってますでしょうか。

№21の回答を参照

24
別紙3 価格提案
書

1 注釈

「※費用見積書に記載した見積額(税込）を業
務別かつ年度別に記載して下さい。」につい
て確認させてください。「費用見積書」は
フォーマットございますでしょうか。フォー
マットがない場合、価格提案書のみのご提出
でも構いませんでしょうか。

「費用見積書」のフォーマットはありません。
価格提案書のみの提出で構いません。

3


